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三菱瓦斯化学健康保険組合


　「被扶養者認定に係る提出書類について」

　第１４４回組合会で「被扶養者認定基準」の改正が承認されたことに伴い、下記のとおり、認定申請時の提出書類の変更をお知らせします。

記

［該 当 者］夫婦共同扶養（いわゆる夫婦共働きで、配偶者が勤務先の健康保険に加入し
ている）の場合で、子供の扶養認定申請をする者

［変更事項］子供を扶養に入れる場合、夫婦のうち年間収入が多い方の扶養とする為、確認書類として、夫婦それぞれの前年度の「課税証明書」を提出すること。

※認定後に、配偶者の収入の方が多くなった場合は、本人の申告により扶養から外す手続きをすること。

［適用年月日］平成３０年４月１日以降の申請より


（参　考）
「被扶養者認定基準」新旧条文対象表
	　　　　　　　　　　　　（新）
	（旧）

	第５条　認定対象者にかかわる扶養義務者が２人以上いる場合
には、扶養義務者の収入及び扶養能力、被保険者の扶養義務
者としなければならない経緯、または理由、生計維持の事実
などを総合的に審査して組合がその帰属を判定する。
２．夫婦共同扶養の場合は、原則として年間収入の多い方の扶
養者とする。
３．夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地
　位の安定を図るため届出により主として生計を維持する者の
　扶養とする。
	第５条　被扶養者認定の帰属は、原則として配偶者、親族の近い者、また同親等のときは男を、同性のときは年長者を先にする。




以　上
